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（１） 実施状況 ・２０回実施

小学校児童向け７回
中学校生徒向け４回
義務教育学校 １回
（５～９年生向け）

保護者向け ７回
教職員向け １回

・延べ５５９２名
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（２） 授業・研修テーマ
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（３） 成果と課題

 昨年度の約７倍の回数を実施できた。

 各学校の要望に応じて話ができた。

 児童生徒だけでなく、保護者、教職員
にも実施できた。

＜成果＞
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＜課題＞

 実施できたのが、小学校の６分の１、
中学校の４分の１だった。

 教職員の研修が１件だった。

 次年度以降、高等学校の生徒にも

実施していきたい。
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（１） 実施状況（補導員との合同パトロール）

・実施回数 ２３回
・実施時間 ３４．５時間
・報告件数 １２件
・危険レベル １・２（詳細な個人情報の公開）
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（２） 報告内容

・学校名、部活動名の公開
・出身幼稚園、保育園や小学校名の公開
・自分や友人の顔写真の公開（加工も有り）
・動画の公開
・質問箱（Peing）の公開

・複数のアカウントを所持

県のネットパトロールで、
１件報告有り。

と、
を掲載。
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（２） 成果と課題
＜成果＞
 自分の地域の子供たちの書き込み
であるということがすぐに判断できる。

 補導員さんの空いている時間に
パトロールしてくれる。
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＜課題＞
 補導員さんの中で、PCの扱いが苦手な方に
どう協力をお願いしていくか。

 学校名の中に、番号のついた学校
（第一中学校など）と地名のついた学校
（妙典中学校など）とで、検索に差が出る。
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小・中・高等学校共通
①自転車の乗り方
②万引き
③インターネットトラブル
④薬物乱用
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小・中 高等学校

小・中・高等学校共通
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小、中学校

①自転車の乗り方
②万引き
③インターネットトラブル
④薬物乱用
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高等学校

①自転車の乗り方
②万引き
③インターネットトラブル
④薬物乱用
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＜今年度＞ ＜次年度＞
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＜今年度＞ ＜次年度＞
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＜今年度＞ ＜次年度＞
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検討して頂きたいこと

①変更点について

②内容全般に関して



市川市少年センター運営協議会

＜目次＞

１ ネットトラブル防止出張授業・研修の
成果と課題について

２ ネットパトロールの成果と課題について

３ 青少年問題啓発リーフレットについて

４ 次年度の運営協議会のテーマについて



市川市少年センター運営協議会

「インターネット犯罪に
巻き込まれないために」

①ネットトラブル防止出張・授業の充実
②ネットパトロールの強化



 

 

   
 

 
    

 
市川市教育委員会 学校教育部 
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①自転車
じ て ん し ゃ

は、車道
しゃどう

が原則
げんそく

、歩道
ほ ど う

は例外
れいがい

 

②車道
しゃどう

は左側
ひだりがわ

を通行
つうこう

 

③歩道
ほ ど う

は歩行
ほ こ う

者優先
しゃゆうせん

で、車道
しゃどう

寄
よ

りを徐行
じょこう

 

④安全
あんぜん

ルールを守る
まも   

 

⑤子
こ

どもはヘルメットを着用
ちゃくよう

 

 

 

 

青少年
せ い し ょ う ね ん

のみなさんへ     ダメ  絶対
ぜ っ た い

！ 

  

  インターネット 
トラブル 

 

万引き
 まんび

 

 
 
薬物
やくぶつ

乱用
らんよう

 

 

自転車
じてんしゃ

の 
二人
ふ た り

乗り
の  

 

危険
き け ん

走行
そうこう

 

 

 

 
 

｢万引
ま ん び

き｣は、店
みせ

の商品
しょうひん

の代金
だいきん

を支払
しはら

わずに持
も

ち出
だ

すことです。

店
みせ

の人
ひと

に見
み

つかってから品物
しなもの

を返
かえ

したり後
あと

でお金
かね

を払
はら

ったり

しても盗
ぬす

んだことになります。 
 
 

 

窃盗
せっとう

罪
ざい

とは「他人
た に ん

の財物
ざいぶつ

を窃盗
せっとう

する」ことです。刑法
けいほう

第
だい

235 条
じょう

によ

り「10 年
ねん

以下
い か

の懲役
ちょうえき

」または「50 万円
まんえん

以下
い か

の罰金
ばっきん

」になります。 

 

 
 

友人
ゆうじん

に頼
たの

まれて、見張
み は

りをしていただけでも「万引
ま ん び

き」をした人
ひと

と 

同
おな

じ窃盗
せっとう

罪
ざい

です。また、「万引
ま ん び

きしてこい」と友達
ともだち

に言
い

っただけでも、

窃盗
せっとう

罪
ざい

の教唆
きょうさ

（そそのかす）ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物
もの

を盗
と

らない盗
と

らせない 

「万引
ま ん び

き」は窃盗罪
せ っ と う ざ い

（どろぼう）です！ 

「万引き」の見
み

張
は

りをしても罪
つ み

！ 
 

 
〇万引きは「犯罪」であることを、教えてあげてください。 
・商品を盗む「万引き」は犯罪であり、絶対にしてはいけないことを教えましょう。 

 ・「万引き」が新聞やニュースで報道されたら、子どもと一緒に考えましょう。 

 ・万引きの被害は、小売店の経営を圧迫する深刻な問題になることも伝えましょう。 

〇「友人関係」や「持ち物」に気を配ってみてあげてください。 
 ・子どもが「いつ・誰と・どこで・どんな遊びをしているか」把握しましょう。 

 ・子どもの持ち物にも気を配り、日頃からコミュニケーションを大切にしましょう。 

〇もし子どもが「万引き」をしたら…… 
 ・まず、なぜ「万引き」をしたのか、子どもからしっかりと話を聞きましょう。 

 ・親子で店に謝罪したり家族で約束事を決めたりするなど、再発を防ぎましょう。 

 ・万引きと間違われぬよう、購入後レシートを受け取ることなどを教えてあげましょう。 

 

 保護者の皆様へ 

自転車
じ て ん し ゃ

安全利用五則
あ ん ぜ ん り よ う ご そ く

 

小学生・保護者用 

こんな運転
うんてん

・走行
そうこう

は禁止
き ん し

です 
 

・並列
へいれつ

走行
そうこう

・夜間
や か ん

無灯火
む と う か

 

・信号
しんごう

無視
む し

・一時
い ち じ

停止
て い し

無視
む し

 

・ながら運転
うんてん

 

携帯
けいたい

電話
でんわ

･ゲーム機
   き

･傘
かさ

･
・

音楽
おんがく

再生
さいせい

 
機
き

などを使用
しよう

しながらの運転
うんてん

。 

交通
こうつう

ルールやマナーを守
まも

らない運転
うんてん

は重大
じゅうだい

事故
じ こ

の原因
げんいん

となる 

 

じ てん しゃ ふたり  の き け ん そ う こ う 

まん   び 

           子どもたちの良い見本になってください！ 
・日頃から、自転車運転の危険性や安全確保について話し合っておきましょう。 

・お子さんの自転車を点検して、不良部分は整備をしましょう。 

・子どものヘルメット着用に努めましょう。 

・６歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、２人乗りは禁止です。 

・交通ルールを守らず事故を起こした場合、賠償金を支払わなければならないことがあります。

 

保護者の皆様へ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とくに書
か

き込
ご

みに注意
ちゅうい

！ トラブルに巻き込まれ
ま  こ   

たら、 

すぐに家
いえ

の人
ひと

や学校
がっこう

の 先生
せんせい

などに相談
そうだん

しましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

有害情報から子どもたちを守る    
インターネット利用に関するメリットとリスクを踏まえてスマートフォ

ン等の所持を検討し、安全に使えるようにしてあげることが大切です！ 
 

 
利用状況の把握と適切な利用環境の整備は「保護者の責務」です。 

 （「千葉県青少年健全育成条例第 23 条の 5」より） 
 
・家庭のルール作り： 保護者が利用機器の機能及びメリット・リスクを 

十分に理解する。子どもの利用状況を確認して、 

話し合いをして利用のルールを作り適切に管理する。 
 
・フィルタリング ： フィルタリングサービスやフィルタリングアプリ等 

を使用し、有害情報を閲覧することがないようにする。 

 

 

 

 

 

覚せい
かく

剤
ざい

や大麻
たいま

・危険
きけん

ドラッグ等
とう

の薬物
やくぶつ

を一回
いっかい

でも使用
し よ う

すれば

「薬物
やくぶつ

乱用
らんよう

」であり、犯罪
はんざい

です。これらの薬物
やくぶつ

は、持
も

っているだ

けでも犯罪
はんざい

となります。また、自分
じぶん

の 体
からだ

や心
こころ

に害
がい

をもたらすだ

けでなく周り
まわ

の人
ひと

の人生
じんせい

をも狂わせて
くる

しまう可能性
かのうせい

があります。

絶対
ぜったい

に購 入
こうにゅう

・使用
し よ う

をしないでください。 

 

 

 

 

自分
じ ぶ ん

や友達
ともだち

の 

個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の書き込み
 か      こ   

 

スマートフォンやゲーム機
き

などでの 

インターネット利用
り よ う

でトラブルが起
お

こっています！ 

身
み

に覚え
おぼ  

のない 

架空
かくう

請求
せいきゅう

の支払い
 しはら  

要求
ようきゅう

 

SNSなどでの会話
か い わ

や言葉
こ と ば

の 

やりとりから生
しょう

じる「いじめ」 

掲示板
け い じ ば ん

や ブ ロ グ で の

誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

（悪口
わるぐち

など） 

「持
も

たない・買
か

わない・使
つか

わない」 

薬物への誘惑は、街頭やインターネット等、いた

るところに存在し、薬物乱用の危険性は身近なものとなっています。 
危険ドラッグは、「お香ハーブ」「アロマオイル」「バスソルト」等と、 

安全な商品のように偽って販売されています。危険性を伝えてください。 

 

保護者の皆様へ 

保護者の皆様へ 

動画
ど う が

サイトなどへの 

不適切
ふ て き せ つ

な投稿
とうこう

 

オンラインゲーム 

などでの高額
こうがく

請求
せいきゅう

 

 
万引きは、一度成功してしまうと、そのスリルや緊張感を味わいたいなど

の理由から再犯率が非常に高い犯罪です。また、好奇心や物欲からだけでは

なく、孤独感や精神的に満たされない心理状況から引き起こされるケースも

あり、場合によっては子どもへの対応やその子を取り巻く環境を改善してい

く必要があります。悩んでいる保護者の皆様、お一人で悩まずご相談くださ

い。お子さんの生活や行動などで困っていること、保護者の方ご自身のお悩

みなど、どんなことでもかまいません。相談内容によっては、他の専門機関

に紹介することもできます。ご一緒に考えていきましょう。  
 

市川市少年センター相談室 

電 話 相 談   ☎０４７-３２０-３３４０ 

月曜日～水曜日・金曜日（９時から１７時まで） 
木曜日（９時から１９時まで） 

メール相談  アドレス・・・ｙｏｕｎｇｎｅｔ＠ｃｉｔｙ . ｉｃｈｉｋａｗａ . ｌｇ .ｊｐ  

※迷惑メール対策をしている方は、上記アドレスの受信設定をしてください。 

※土・日曜日は月曜日に、祝日は場翌日にお返事します。 

面接相談   上記の電話相談の番号で受付時間内に予約してください。 

      【ご相談された内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。】 

 

 

や  く  ぶ  つ  ら  ん  よ  う 
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小学生・保護者用 

ダメ！ぜったい!! 

STOP
ス ト ッ プ

!   3
ス リ ー

! 
① インターネットトラブル 

STOP①
ワ ン

 
インターネット 

トラブル 

STOP②
ツ ー

 自転車
じ て ん し ゃ

の危
あ ぶ

ない乗
の

り方
か た

 

STOP③
スリー

 万
ま ん

引
び

き 

特
と く

に投稿
と う こ う

、書
か

き込
こ

みに注意
ち ゅ う い

！ 

トラブルに巻
ま

き込
こ

まれたら、すぐに家
いえ

の人
ひと

や学校
がっこう

の先生
せんせい

に相談
そうだん

しよう！ 

 
自分
じ ぶ ん

や友達
と も だ ち

の 

個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の書
か

き込
こ

み 

 SNSなどでの会話
か い わ

や 

言葉
こ と ば

のやりとりから 

生
う

まれる「いじめ」 

 
動画
ど う が

サイトなどへの 

正しくない投稿
と う こ う

 
 SNSの書

か

き込
こ

みに 

対
た い

する悪口
わ る く ち

や批判
ひ は ん

 

 なりすましや 

ストーカー 
 オンラインゲーム 

などでの高額
こ う が く

請求
せいきゅう

 

スマートフォンやインターネットの 

使い方
つ か い か た

でトラブルが増
ふ

えています 

 

 
 

 
 
 
 
●フィルタリング ： フィルタリングサービスやフィルタリングアプリ 

等を使用し、使用制限をかけたり、有害情報を閲覧 

できないようにしたりしてください。 

●家庭のルール作り： どこで使うのか、何時まで使うのかなど、お子さんと 

話し合ってルールを決めてください。その際、親から 

           一方的にルールを押し付けず、お子さんが発言した 

言葉で決めていきましょう。 

保護者の皆様へ  利用状況の把握と適切な利用環境の整備は、 

「保護者の責務」です。 

 （「千葉県青少年健全育成条例第 23 条の 5」より） 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           子供たちの良い見本になってください！ 
・日頃から、自転車運転の危険性や安全確保について話し合っておきましょう。 

・お子さんの自転車を点検して、不良部分は整備をしましょう。 

・お子さんのヘルメット着用に努めましょう。 

・６歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、２人乗りは禁止です。 

・交通ルールを守らず事故を起こした場合、賠償金を払わなければならないことがあります。 

保護者の皆様へ 

② 自転車
じ て ん し ゃ

の危
あ ぶ

ない乗
の

り方
か た

 

こんな乗
の

り方
か た

は危険
き け ん

です 

【横
よこ

にならぶ】 【かさをさす】 

【ライトをつけない】 【前
ま え

を見
み

ない】 【音楽
お ん が く

などをきく】 

【信号
し ん ご う

無視
む し

】 

正
ただ

しい乗
の

り方
かた

・５つのきまり ①↑のような危
あぶ

ない乗
の

り方
かた

をしない 

②車道
し ゃ ど う

を走
は し

る③左側
ひだりがわ

を走
は し

る④歩道
ほ ど う

は歩
ほ

行
こ う

者
し ゃ

優
ゆ う

先
せん

⑤ヘルメットをかぶる 

③ 万
ま ん

引
び

き 

 

 

 

 

万
ま ん

引
び

きは「どろぼうと同
お な

じ」です 

 見
み

つかったから 

返
かえ

した 

 見
み

つかったから 

お金
かね

をはらった 

 たのまれて 

みはりをしただけ 
 「とってきて」と 

言
い

っただけ 

 

お金
か ね

を払
は ら

わずに、お店
み せ

の外
そ と

に出
で

るのは 

全
す べ

て万引
ま ん び

き 

悩んでいる保護者の皆様、お一人で悩まずご相談ください。お子さんの生活

や行動などで困っていること、保護者の方ご自身のお悩みなど、どんなこと 

でもかまいません。相談内容によっては、他の専門機関に紹介することも  

できます。一緒に考えていきましょう。 

市川市少年センターの相談 

電 話 相 談   ☎０４７-３２０-３３４０ 

月曜日～水曜日・金曜日（９時から１７時まで） 
木曜日（９時から１９時まで） 

メール相談  アドレス・・・ｙｏｕｎｇｎｅｔ＠ｃｉｔｙ . ｉｃｈｉｋａｗａ . ｌｇ .ｊｐ  

※迷惑メール対策をしている方は、上記アドレスの受信設定をしてください。 

※土・日曜日は月曜日に、祝日の場合は、翌日にお返事します。 

面接相談   上記の電話相談の番号で受付時間内に予約してください。 

      【ご相談された内容の秘密は守られます。安心してご相談ください】 

 

 

          「友人関係」「持ち物」を把握しておきましょう 
・万引き被害は、小売店の経営を圧迫する深刻な問題にもなります。 

・万引きと間違われぬよう、買い物をしたらレシートの受けとりを習慣づけましょう。 

・お子さんの交友関係や持ち物に気を配り、コミュニケーションを大切にしましょう。 

保護者の皆様へ 



 

 

   
 

 
    

 
市川市教育委員会 学校教育部 
教育センター 少年センター 

〒272-0015 千葉県市川市鬼高１丁目 1 番 4号 

生涯学習センター3階 ☎０４７－３２０－３３４５ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年のみなさんへ     ダメ  絶対！ 

  

  インターネット 
トラブル 

 

万引き 

 
 薬物乱用 
 

自転車の 
二人乗り 

危険走行 

 

 
 
 

「万引き」は、店の商品の代金を支払わずに持ち出すことで、

店の人に見つかってから品物を返したり後でお金を払ったり

しても盗んだことになります。 
 
 
 

「万引き」は、空き巣や自転車盗等と同じ窃盗罪です。刑法第 235

条により「10 年以下の懲役
ちょうえき

」または「50 万円以下の罰金
ばっきん

」になる

重大な犯罪です。 
 
 
 

友人に頼まれて、見張りをしていただけでも「万引き」をした人と 

同じ窃盗罪です。また、「万引きしてこい」と友達に言っただけでも、

窃盗罪の教唆
きょうさ

（そそのかす）ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物を盗らない盗らせない 

「万引き」は窃盗罪
せ っ と う ざ い

（どろぼう）です！ 

「万引き」の見
み

張
は

りや指示
し じ

も罪
つ み

！ 
 

 
〇絶対に万引きをさせないでください！ 
・一度でも万引きをしてしまうと、再び万引きをするなど、より深刻な犯罪に発展 

する可能性があります。 

 ・万引きの被害は、小売店の経営を圧迫する深刻な問題にもなります。 

・「万引き」に関する新聞やニュースの報道を話題にして、日頃から「万引き」をし 

ないように啓発していきましょう。 

〇「友人関係」や「持ち物」を把握しておきましょう。 
 ・子どもが「いつ・誰と・どこで・どんな遊びをしているか」把握しましょう。 

 ・子どもの持ち物にも気を配り、日頃からコミュニケーションを大切にしましょう。 

〇もし子どもが「万引き」をしたら…… 
 ・まず、なぜ「万引き」をしたのか、子どもからしっかりと話を聞きましょう。 

 ・親子で店に謝罪したり家族で約束事を決めたりするなど、再発を防ぎましょう。 

 ・万引きと間違われぬよう、購入後レシートを受け取ることなどを教えてあげましょう。 

 保護者の皆様へ 

             

①自転車は、車道が原則、歩道は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
じょこう

 

④安全ルールを守る 

⑤子どもはヘルメットを着用 

 

 

 

自転車安全利用五則
ご そ く

 

           子どもたちの良い見本になってください！ 
・日頃から、自転車運転の危険性や安全確保について話し合っておきましょう。 

・お子さんの自転車を点検して、不良部分は整備をしましょう。 

・子どものヘルメット着用に努めましょう。 

・６歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、２人乗りは禁止です。 

・交通ルールを守らず事故を起こした場合、賠償金を支払わなければならないことがあります。 

保護者の皆様へ 

こんな運転・走行
そうこう

は禁止
き ん し

です 

・並列
へいれつ

走行
そうこう

・夜間
や か ん

無灯火
む と う か

 

・信号
しんごう

無視
む し

・一時停止
て い し

無視
む し

 

・ながら運転 
･携帯電話･ゲーム機･傘 
･音楽再生機などを 
使用しながらの運転。 

中学生・保護者用 

交通ルールやマナーを守らない運転は重大
じゅうだい

事故
じ こ

の原因
げんいん

となる 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
万引きは、一度成功してしまうと、そのスリルや緊張感を味わいたいなど

の理由から再犯率が非常に高い犯罪です。また、好奇心や物欲からだけでは

なく、孤独感や精神的に満たされない心理状況から引き起こされるケースも

あり、場合によっては子どもへの対応やその子を取り巻く環境を改善してい

く必要があります。悩んでいる保護者の皆様、お一人で悩まずご相談くださ

い。お子さんの生活や行動などで困っていること、保護者の方ご自身のお悩

みなど、どんなことでもかまいません。相談内容によっては、他の専門機関

に紹介することもできます。ご一緒に考えていきましょう。  
 

市川市少年センター相談室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

有害情報から子どもたちを守る 
  

インターネット利用に関するメリットとリスクを踏まえてスマート

フォン等の所持を検討し、安全に使用させることが大切です！ 
 

利用状況の把握と適切な利用環境の整備は「保護者の責務」です。 

 （「千葉県青少年健全育成条例第 23 条の 5」より） 
 

・家庭のルール作り： 保護者が利用機器の機能及びメリット・リスクを 

十分に理解する。子どもの利用状況を確認して、 

話し合いをして利用のルールを作り適切に管理する。 
 
・フィルタリング ： フィルタリングサービスやフィルタリングアプリ 

等を使用し、有害情報を閲覧することがないよう 

にする。 

 

 

覚せい剤や大麻・危険ドラッグ等の薬物を一回でも使用すれば

「薬物乱用」であり、犯罪です。これらの薬物は、持っているだ

けでも犯罪となります。また、自分の体や心に害をもたらすだけ

でなく周りの人の人生をも狂わせてしまう可能性があります。絶

対に購入・使用をしないでください。 

 

 

 

 

自分や友達の 

個人情報の書き込み 

スマートフォンやゲーム機などでの 
インターネット利用でトラブルが起こっています！ 

身に覚えのない 

架空
かくう

請求
せいきゅう

の支払い
 しはら  

要求
ようきゅう

 

SNSなどでの会話や言葉の 

やりとりから生じる「いじ

め」 
掲示板
け い じ ば ん

や ブ ロ グ で の

誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

（悪口
わるぐち

など） 

「持たない・買わない・使わない」 

薬物への誘惑は、街頭やインターネット（スマホ

やケータイ）等、いたるところに存在し、薬物乱用の危険性は身近な

ものとなっています。理由のわからないお金を欲しがる、怪しいモノ

を持っている等、子どもの変化を見逃さないようにしましょう。 
危険ドラッグは、「お香ハーブ」「アロマオイル」「バスソルト」等と、 

安全な商品のように偽って販売されています。危険性を伝えてください。 

 

保護者の皆様へ 

保護者の皆様へ 

動画サイトなどへの 

不適切
ふ て き せ つ

な投稿
とうこう

 

オンラインゲーム 

などでの高額
こうがく

請求
せいきゅう

 

電 話 相 談   ☎０４７-３２０-３３４０ 

月曜日～水曜日・金曜日（９時から１７時まで） 
木曜日（９時から１９時まで） 

メール相談  アドレス・・・ｙｏｕｎｇｎｅｔ＠ｃｉｔｙ . ｉｃｈｉｋａｗａ . ｌｇ .ｊｐ  

※迷惑メール対策をしている方は、上記アドレスの受信設定をしてください。 

※土・日曜日は月曜日に、祝日は場翌日にお返事します。 

面接相談   上記の電話相談の番号で受付時間内に予約してください。 

      【ご相談された内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。】 

 

 

特に「書き込み」に注意！！ 

一度投稿したら、誰でも見られるし、完全には消えません。 
 

トラブルに巻き込まれたら、 

すぐに家の人や学校の 先生などに相談しましょう！ 

 



 

 

   
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

市川市教育委員会 学校教育部 
教育センター 少年センター 

〒272-0015 千葉県市川市鬼高 1 丁目 1番 4号 

生涯学習センター3階 ☎０４７－３２０－３３４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP
ス ト ッ プ

！3
ス リ ー

！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学生・保護者用 

スマートフォンやゲーム機などでの 

インターネット利用でトラブルが起こっています 

特に「書き込み」「投稿」に注意！！ 

投稿したものは、誰からも見られ、消すことはできません。 
 

 

利用状況の把握と適切な利用環境の整備は、 

「保護者の責務」です。 

 （「千葉県青少年健全育成条例第 23 条の 5」より） 
 

 
●フィルタリング ： フィルタリングサービスやフィルタリングアプリ 

等を使用し、使用制限をかけたり、有害情報を閲覧 

できないようにしたりしてください。 

●家庭のルール作り： どこで使うのか、何時まで使うのかなど、お子さんと 

話し合ってルールを決めてください。その際、親から 

           一方的にルールを押し付けず、お子さんが発言した 

言葉で決めてください。 

 

保護者の皆様へ  

ダメ！ゼッタイ!! 

① インターネットトラブル！ 

STOP① インターネット 
トラブル 

STOP② 自転車の危険走行 

STOP③ 万引き 

 自分や友達の 

個人情報の書き込み 

 SNS などでの会話や

言葉のやりとりから

生じる「いじめ」 

 SNS への投稿
と う こ う

に対する

誹謗
ひ ぼ う

中傷
ちゅうしょう

（悪口
わるぐち

など） 

 オンラインゲームなど 

での高額請求  

 動画サイトなどへの 

不適切な投稿 

 リベンジポルノ 

   性的犯罪 

 なりすましや 

ストーカー 

 過度の利用・依存 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信号無視や無灯火、携帯電話等を操作しながらの「ながら運転」など、 

自転車の乗り方に関するルールとマナーが守られない場面をよく見かけます。 

交通ルールやマナーを守り、重大な事故や事件にならないようにしましょう。 

           子供たちの良い見本になってください！ 
・日頃から、自転車運転の危険性や安全確保について話し合っておきましょう。 

・お子さんの自転車を点検して、不良部分は整備をしましょう。 

・お子さんのヘルメット着用に努めましょう。 

・６歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、２人乗りは禁止です。 

・交通ルールを守らず事故を起こした場合、賠償金を払わなければならないことがあります。 

保護者の皆様へ 

 

万引きは窃盗
せ っ と う

罪
ざ い

（泥棒）です 

 見つかったから 

返した 

 頼まれて 

見張りをしただけ 

 「取ってきて」と 

言っただけ 

③万引き 

 見つかったから 

お金を払った 

 代金を支払わずに 

商品を持ち出す行為は 

全て「窃盗」 

 （１０年以下の懲役または 

  ５０万円以下の罰金） 

 平成２９年４月１日に「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例（千葉県自転車条例）」が施行されました。 

こんな運転はダメ！ 

【ながら運転：スマホ、傘、イヤホン】 

【信号無視】 【並走】 【夜間無灯火】 

自転車安全利用五則 

①自転車は、車道を走る。 

②車道は左側を通行する。 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを

徐行する。 

④安全ルールを守る。 

⑤子供はヘルメットを着用する。 

         「友人関係」「持ち物」を把握しておきましょう。 
・万引き被害は、小売店の経営を圧迫する深刻な問題にもなります。 

・万引きと間違われぬよう、買い物をしたらレシートの受けとりを習慣づけましょう。 

・お子さんの交友関係や持ち物に気を配り、コミュニケーションを大切にしましょう。 

保護者の皆様へ 

②自転車の危険走行 

悩んでいる保護者の皆様、お一人で悩まずご相談ください。お子さんの 

生活や行動などで困っていること、保護者の方ご自身のお悩みなど、どんな 

ことでもかまいません。相談内容によっては、他の専門機関に紹介することも 

できます。一緒に考えていきましょう。 

市川市少年センターの相談 

電 話 相 談   ☎０４７-３２０-３３４０ 

月曜日～水曜日・金曜日（９時から１７時まで） 
木曜日（９時から１９時まで） 

メール相談  アドレス・・・ｙｏｕｎｇｎｅｔ＠ｃｉｔｙ . ｉｃｈｉｋａｗａ . ｌｇ .ｊｐ  

※迷惑メール対策をしている方は、上記アドレスの受信設定をしてください。 

※土・日曜日は月曜日に、祝日の場合は、翌日にお返事します。 

面接相談   上記の電話相談の番号で受付時間内に予約してください。 

      【ご相談された内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。】 

 

 

マナー・ルール違反は重大事故の原因です 



 

 

   
 

 
    

 
市川市教育委員会 学校教育部 
教育センター・少年センター 

〒272-0015 千葉県市川市鬼高１丁目 1 番 4号 

生涯学習センター3階 ☎０４７－３２０－３３４５ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年のみなさんへ     ダメ  絶対！ 

  

  インターネット 
トラブル 

 

万引き 

 
 薬物乱用 
 

自転車の 
二人乗り 

危険走行 

 

 
 
 

「万引き」は、店の商品の代金を支払わずに持ち出すことで、

店の人に見つかってから品物を返したり後でお金を払ったり

しても盗んだことになります。 
 
 
 

「万引き」は、空き巣や自転車盗等と同じ窃盗罪です。刑法第 235

条により「10 年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」になる重

大な犯罪です。 
 
 
 

友人に頼まれて、見張りをしていただけでも「万引き」をした人と 

同じ窃盗罪です。また、「万引きしてこい」と友達に言っただけでも、

窃盗罪の教唆
きょうさ

（そそのかす）ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物を盗らない盗らせない 

「万引き」は窃盗罪
せ っ と う ざ い

（どろぼう）です！ 

「万引き」の見張りや指示も罪！ 
 

 
〇絶対に万引きをさせないでください！ 
・一度でも万引きをしてしまうと、再び万引きをするなど、より深刻な犯罪に発展 

する可能性があります。 

・万引きの被害は、小売店の経営を圧迫する深刻な問題にもなります。 

・「万引き」に関する新聞やニュースの報道を話題にして、日頃から「万引き」をし 

ないように啓発していきましょう。 

〇「友人関係」や「持ち物」を把握しておきましょう。 
 ・子どもが「いつ・誰と・どこで・どんな遊びをしているか」把握しましょう。 

 ・子どもの持ち物にも気を配り、日頃からコミュニケーションを大切にしましょう。 

〇もし子どもが「万引き」をしたら…… 
 ・まず、なぜ「万引き」をしたのか、子どもからしっかりと話を聞きましょう。 

 ・親子で店に謝罪したり家族で約束事を決めたりするなど、再発を防ぎましょう。 

 ・万引きと間違われぬよう、購入後レシートを受け取りと保管を促しましょう。 

 

 保護者の皆様へ 
①自転車は、車道が原則、歩道は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

⑤子どもはヘルメットを着用 
  

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用五則 

高校生・保護者用 

交通ルールやマナーを守らない 

危険な運転は 

重大事故の原因となる 
 

・並列走行禁止 ・夜間無灯火禁止 

・信号無視禁止 ・一時停止無視禁止 

・ながら運転禁止 

携帯電話･ゲーム機･傘･音楽再生機
などを使用しながらの運転は禁止。 

           子どもたちの良い見本になってください！ 
・日頃から、自転車運転の危険性や安全確保について話し合っておきましょう。 

・「ながら運転」は 5万円以下の罰金となります。（千葉県道路交通法施行細則第 9条より） 

・交通ルールを守らず事故を起こした場合、賠償金を支払わなければならないことがあります。 

・６歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、２人乗りは禁止です。 

・お子さんに自転車の点検をさせ、不良部分の整備をさせましょう。 

 

 

保護者の皆様へ 

悪質・危険な自転車運転者
には、自転車運転者講習が
義務付けられます。 

（高校生以下） 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
万引きは、一度成功してしまうと、そのスリルや緊張感を味わいたいなど

の理由から再犯率が非常に高い犯罪です。また、好奇心や物欲からだけでは

なく、孤独感や精神的に満たされない心理状況から引き起こされるケースも

あり、場合によっては子どもへの対応やその子を取り巻く環境を改善してい

く必要があります。悩んでいる保護者の皆様、お一人で悩まずご相談くださ

い。お子さんの生活や行動などで困っていること、保護者の方ご自身のお悩

みなど、どんなことでもかまいません。相談内容によっては、他の専門機関

に紹介することもできます。ご一緒に考えていきましょう。  
 

市川市少年センター相談室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

有害情報から子どもたちを守る 
  

インターネット利用に関するメリットとリスクを踏まえて、賢く

安全に使用できるようにすることが重要です！ 
 

利用状況の把握と適切な利用環境の整備は「保護者の責務」です。 

 （「千葉県青少年健全育成条例第 23 条の 5」より） 
 

・家庭のルール作り： 保護者が利用機器の機能及びメリット・リスクを十分 

（目的・時間・方法等）  に理解する。子どもの利用状況を確認して、話し合いを 

          して利用のルールを作り適切に管理する。 
 
・フィルタリング ： フィルタリングサービスやフィルタリングアプリ等を 

使用し、有害情報を閲覧することがないようにする。 
 

★新聞やニュースを話題に、日頃からインターネット問題について話し合い考えておきましょう。 

 

覚せい剤や大麻・危険ドラッグ等の薬物を一回でも使用すれば

「薬物乱用」であり、犯罪です。これらの薬物は、持っているだけ

でも犯罪となります。また、自分の体や心に害をもたらすだけでな

く周りの人の人生をも狂わせてしまう可能性があります。絶対に購

入・使用をしないでください。誘われてもきっぱり断りましょう。 

 

 

 

 

「持たない・買わない・使わない」 

薬物への誘惑は、街頭やインターネット、先輩・

友人等、いたるところに存在し、薬物乱用の危険性は身近なものとな

っています。理由のわからないお金を欲しがる、怪しいモノを持って

いる等、子どもの変化を見逃さないようにしましょう。 
危険ドラッグは、「お香ハーブ」「アロマオイル」「バスソルト」等と、安全な商品

のように偽って販売されています。死に至る場合もある危険性を伝えてください。 

 

保護者の皆様へ 

保護者の皆様へ 
動画サイトなどへの 

不適切
ふ て き せ つ

な投稿
とうこう

 

オンラインゲーム 

などでの高額
こうがく

請求
せいきゅう

 

電 話 相 談   ☎０４７-３２０-３３４０ 

月曜日～水曜日・金曜日（９時から１７時まで） 
木曜日（９時から１９時まで） 

メール相談  アドレス・・・ｙｏｕｎｇｎｅｔ＠ｃｉｔｙ . ｉｃｈｉｋａｗａ . ｌｇ .ｊｐ  

※迷惑メール対策をしている方は、上記アドレスの受信設定をしてください。 

※土・日曜日は月曜日に、祝日は場翌日にお返事します。 

面接相談   上記の電話相談の番号で受付時間内に予約してください。 

      【ご相談された内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。】 

 

 

⦿ 長時間利用による睡眠不足に注意！  
⦿ 書き込みや写真・動画等の投稿内容に注意！ 
一度投稿したら、誰でも見られるし、完全には消えません。 

他人を傷つけたり、自分を傷つけたり、将来に影響することもあります。 
 

トラブルに巻き込まれたら、 
すぐに、家族や学校の先生、警察等に相談しましょう！ 

 

自分や友達の 

個人情報の書き込み 

身に覚えのない 

架空
かくう

請求
せいきゅう

の支払い
 しはら  

要求
ようきゅう

 

スマートフォン・インターネットの利用に注意！ 

SNSなどでの会話や言葉の 
やりとりから生じる「いじめ」 

掲示板
け い じ ば ん

やブログでの誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

（悪口
わるぐち

など） 



 

 
 

 

    

 
市川市教育委員会 学校教育部 
教育センター 少年センター 

〒272-0015 千葉県市川市鬼高 1 丁目 1番 4号 

生涯学習センター3階 ☎０４７－３２０－３３４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○子供たちの良い見本になってください！ 
・日頃から、自転車運転の危険性や安全確保について話し合っておきましょう。 

・お子さんの自転車を点検して、不良部分は整備をしましょう。 

・６歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、２人乗りは禁止です。 

・交通ルールを守らず事故を起こした場合、賠償金を払わなければならないことがあります。 

・悪質、危険な自転車運転者には、自転車運転者講習が義務づけられます。 

 保護者の皆様へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         ○インターネット利用に関するメリットと 

          リスクを踏まえ、賢く安全に使用できるように 

          することが重要です。 
 

 利用状況の把握と適切な利用環境の整備は「保護者の責務」です。 

（「千葉県青少年健全育成条例第 23条の 5」より） 

●フィルタリング ：フィルタリングサービスやフィルタリングアプリ等を 

使用し、使用制限をかけたり、有害情報を閲覧でき 

ないようにしたりしてください。 

●家庭のルール作り：所有者はあくまで保護者。利用機器の機能やリスクを 

理解し、子供の利用状況を把握してください。その上で 

話し合いによってルールを作り、適切に管理してください。 

高校生・保護者用 

保護者の皆様へ 

③万引き ④薬物乱用 

①自転車の危険走行 

・並列走行 

・夜間無灯火 

・信号無視 

・一時停止無視 

・ながら運転 
（携帯電話・ゲーム・傘差し等） 

①自転車は、車道が原則、歩道は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

⑤子供(高校生以下)はヘルメット着用 
  

自転車安全利用五則 
 

禁
止
！ 

②インターネットトラブル 

使用状況・投稿内容でのトラブル多発！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ネット上で知り合っただけの人とは会わない 

・トラブルに巻き込まれそうになったら大人に相談する 

ダメ！ゼッタイ!! 
①自転車の 

危険走行  自分や友達の 

個人情報の書き込み 

 SNS などでの会話や

言葉のやりとりから

生じる「いじめ」 

 SNS への投稿に対する

誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

（悪口など） 

 オンラインゲームなど 

での高額請求  

 動画サイトなどへの 

不適切な投稿 

 リベンジポルノ 

   性的犯罪 

 なりすましや 

ストーカー 

 過度の利用・依存 

②インターネット 

トラブル 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「万引き」は、店の商品の代金を支払わずに持ち出すこ

とです。店の人に見つかってから品物を返したり、後で

お金を支払ったりしても盗んだことになります。 

 また、友人に頼まれて見張りをしたり、「万引きをし

てこい」と友人に言ったりしただけでも窃盗罪、窃盗罪

の教唆
き ょ う さ

（そそのかす）になります。 

 

 

 
 

 覚せい剤や大麻・危険ドラッグ等の薬物を一回でも 

使用すれば「薬物乱用」であり、犯罪です。これらの薬

物は、持っているだけでも犯罪となります。また、自分

の体や心に害をもたらすだけでなく、周りの人の人生も

狂わせてしまう可能性があります。絶対に購入・使用を

してはいけません。誘われてもきっぱり断りましょう。 

返しても・払っても・見張りだけ・言っただけ… 

すべて、窃盗
せ っ と う

罪
ざ い

（泥棒）です 

悩んでいる保護者の皆様、お一人で悩まずご相談ください。お子さんの 

生活や行動などで困っていること、保護者の方ご自身のお悩みなど、どんな 

ことでもかまいません。相談内容によっては、他の専門機関に紹介することも 

できます。一緒に考えていきましょう。 

市川市少年センターの相談 

電 話 相 談   ☎０４７-３２０-３３４０ 

月曜日～水曜日・金曜日（９時から１７時まで） 
木曜日（９時から１９時まで） 

メール相談  アドレス・・・ｙｏｕｎｇｎｅｔ＠ｃｉｔｙ . ｉｃｈｉｋａｗａ . ｌｇ .ｊｐ  

※迷惑メール対策をしている方は、上記アドレスの受信設定をしてください。 

※土・日曜日は月曜日に、祝日の場合は、翌日にお返事します。 

面接相談   上記の電話相談の番号で受付時間内に予約してください。 

      【ご相談された内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。】 

 

 

③万引き 

 

 

〇絶対に万引きをさせないでください！ 
・一度でも万引きをしてしまうと、再び万引きをするなど、より深刻な犯罪に 

 発展する可能性があります。 

・万引きの被害は、小売店の経営を圧迫する深刻な問題にもなります。 

・「万引き」に関する新聞やニュースの報道を話題にして、日頃から「万引き」を 

 しないように啓発していきましょう。 

〇「友人関係」や「持ち物」を把握しておきましょう。 
 ・お子さんが「いつ・誰と・どこで・どんな遊びをしているか」把握しましょう。 

 ・持ち物にも気を配り、日頃からコミュニケーションを大切にしましょう。 

〇もしお子さんが「万引き」をしたら…… 
 ・まず、なぜ「万引き」をしたのか、お子さんからしっかりと話を聞きましょう。 

 ・親子で店に謝罪したり家族で約束事を決めたりするなど、再発を防ぎましょう。 

 ・万引きと間違われぬよう、購入後レシートの受け取りと保管を促しましょう。 

保護者の皆様へ 

「持たない」「買わない」「使わない」 

④薬物乱用 

   
薬物への誘惑は、街頭やインターネット、先輩・友人等、いたるところに存在

し、薬物乱用の危険性は身近なものとなっています。理由もないのにお金を欲し

がる、怪しいモノを持っている等、子供の変化を見逃さないようにしましょう。 

危険ドラッグは、「お香ハーブ」「アロマオイル」「バスソルト」など、安全な商品

のように偽って販売されています。死に至る場合もある危険性を伝えてください。 

 保護者の皆様へ 

「万引き」は、空き巣や自転車盗等と同じ窃盗罪です。刑法第235条により 

「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」になる 重大な犯罪です。 




